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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチビーム走査方式の光走査装置であって、
　複数の発光点を有する光源と、
　この光源の各発光点からの光束をカップリングするカップリング光学系と、
　このカップリング光学系から射出した各光束を同時に偏向させる偏向手段と、
　この偏向手段により偏向された各光束を被走査面上に導光して、上記被走査面上に各々
光スポットとして集光する走査結像光学系と、
　上記カップリング光学系と偏向手段の間に配備され、少なくとも１枚のレンズにより構
成される第１光学系と、
　上記カップリング光学系と偏向手段との間に配備される開口絞りとを有し、
　上記カップリング光学系が、光源の各発光点からの光束を発散性の光束に変換するもの
であり、
　上記第１光学系が、主走査方向と副走査方向に互いに異なる正の屈折力を持ち、主走査
方向の正の屈折力が、カップリングされた発散性の各光束を、主走査方向において略平行
光束とするように設定されていることを特徴とする光走査装置。
【請求項２】
　請求項１記載の光走査装置において、光源における複数の発光点は、主走査方向および
副走査方向に分離して配置されることを特徴とする光走査装置。
【請求項３】
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　請求項１または２記載の光走査装置において、
　開口絞りがカップリング光学系と第１光学系の間に配置され、上記カップリング光学系
の最も偏向手段側の光学素子から上記開口絞りまでの距離：Ｌ１、上記開口絞りから上記
第１光学系の最も光源側の光学素子までの距離：Ｌ２が、条件
：Ｌ１＜Ｌ２
を満足することを特徴とする光走査装置。
【請求項４】
　請求項１～３の任意の１に記載の光走査装置において、
　光源とカップリング光学系とを対として、複数対有することを特徴とする光走査装置。
【請求項５】
　請求項４記載の光走査装置において、
　光源とカップリング光学系の各対からの光束が、偏向手段の偏向反射面近傍において、
主走査方向に交差することを特徴とする光走査装置。
【請求項６】
　感光性の像担持体に光走査を行って画像形成する画像形成装置であって、
　像担持体にマルチビーム走査方式の光走査を行う光走査装置として、請求項１～５の任
意の１に記載の光走査装置を有することを特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、光走査装置および画像形成装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
書込速度を向上させ得る光走査方式として、複数の光スポットにより複数の走査線を同時
に光走査するマルチビーム走査方式が提案されている。
マルチビーム走査方式の光走査装置では、例えば半導体レーザアレイのような複数の発光
点（点状の発光源）から放射された複数の光束は、カップリング光学系により通常は平行
光束に変換され、シリンドリカルレンズによりポリゴンミラーの偏向反射面近傍に「主走
査方向に長い線像」として結像される。
【０００３】
ポリゴンミラ－は等速回転して、各反射光束を等角速度的に偏向する。
各偏向光束は、走査結像光学系により被走査面上に導光され、副走査方向に分離した複数
の光スポットとして集光され、これら光スポットにより複数走査線が同時に光走査される
。
【０００４】
マルチビーム走査方式の光走査装置において重要な事項のひとつは、複数の光スポットに
より光走査される走査線（各光スポットの移動軌跡）相互の間隔である「走査線ピッチ」
が安定していることである。
【０００５】
光スポットの組付け状態が、温度変化等の環境変動で変化し、あるいは経時的に変化して
、隣接発光点間の副走査方向の間隔：ＰがΔＰだけ変化すると、走査線相互の間隔：ΔＳ
は、「光源と被走査面との間にある光学系の、副走査方向の横倍率：ｍ」により、ΔＳ＝
ｍΔＰだけ変化する。
【０００６】
走査線ピッチが経時変化や環境変動に対して「より安定的」であるためには上記横倍率：
ｍが小さいことが好ましい。このためマルチビーム走査方式の光走査装置においては上記
横倍率：ｍを低く抑えるため、複数の発光点から放射された光束がカップリング光学系に
より「発散光束」に変換されることが好ましい。
【０００７】
しかしながら、発光点からの光束をカップリングレンズにより発散性に変換すると以下の
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如き問題が生じる。
【０００８】
即ち、光源として半導体レーザアレイの場合を想定すると、複数の発光点は直線上に配列
されているが、発光点の配列方向が「副走査方向に対して傾いて」いると、カップリング
レンズでカップリングされた各光束の主光線が「主走査方向に互いに、偏向手段に向かっ
て開く角度」を持ち、シリンドリカルレンズによりポリゴンミラーの偏向反射面近傍に主
走査方向に長い線像として結像したとき、各線像は副走査方向に分離しているが、主走査
方向にも互いに分離する。
【０００９】
そうすると、各光束の主光線は、被走査面上の「主走査方向における同じ像高位置」に向
かうとき、副走査方向から見て（即ち主走査方向において）互いに同じ方向に向かうが、
各主光線は互いに「平行的にずれた」状態となる。各光束は、ポリゴンミラーに向うとき
、主走査方向に互いに開くように角度をもっているから、各光束の主光線が被走査面上の
主走査方向における同一像高へ、同時に向うことはなく、複数の主光線が上記同一像高へ
向うのは時間的にずれているが、この時間差を無視して、上記同一像高へ向うときの各主
光線の向きを問題としているのである。
【００１０】
このとき、走査結像光学系（通常、ｆθレンズ）が、「平行光束を結像する作用」をもつ
ものである場合、各偏向光束のピント位置（発散光束の結像点位置）が、主光線の交差位
置（上記主走査方向の同一像高へ向かう互いに平行な主光線を、仮想的に同一光束内の互
いに平行な光線と考えたとき、走査結像光学系により「上記仮想的な光束が結像」する位
置）とずれるため、被走査面位置を上記ピント位置に合致させると、同一像高となるべき
各光スポットは互いに主走査方向にずれ、このような複数光スポットでマルチビーム走査
方式の書込を行うと各光スポットごとに「ドット位置ずれ」が生じてしまう。
【００１１】
走査結像光学系が「発散光束を結像する作用」を持つものである場合、各発散光束は被走
査面で結像するが、同一像高へ向かう光束の主光線は、上記と同様に、副走査方向から見
て互いに平行であるから、走査光学系の作用により、主光線同士は、被走査面より偏向手
段側で互いに交差し、このため、同一像高となるべき光スポットは互いに主走査方向にず
れ、このような複数光スポットでマルチビーム走査方式の書込を行うと、やはり光スポッ
トごとの「ドット位置ずれ」が生じてしまう。
【００１２】
このようなドット位置ずれは、書込開始側・書込終了側でも生じるが、書込開始側と終了
側とでは、偏向反射面の角度が異なっているため、書込開始側へ向かう光束の上記「平行
な主光線の平行的なずれ量」は、書込終了側へ向かう光束の主光線のずれ量と異なる。こ
のため、各光束の書込幅（走査幅）は互いに異なり光束間で偏差を生じる。
【００１３】
半導体レーザアレイの発光点の配列方向を副走査方向に合致させれば、上記ドット位置ず
れや書込幅の偏差は生じないが、組み付け誤差等の存在を考慮すると、発光点の配列方向
を完全に副走査方向に合致させるように調整することは難しい。
【００１４】
上述の如く、カップリング光学系透過後の光束を発散光束に変換した場合、主走査方向の
ドット位置ずれや、各光束の書込幅が異なることにより、濃度むら・縦線揺らぎなどによ
る画像劣化を生じさせる。
【００１５】
【発明が解決しようとする課題】
この発明は、マルチビーム走査方式の光走査において、走査線ピッチの安定化に有利なよ
うに、光源の各発光点からの光束を、カップリング光学系により発散光束に変換すること
により、光源と被走査面との間にある光学系の副走査方向の横倍率：ｍを小さくし、なお
かつ、主走査方向のドット位置ずれや、光束間の書込幅の偏差による濃度むらや縦線揺ら
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ぎなどの画像劣化を有効に軽減することを課題としている。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
この発明の光走査装置は「マルチビーム走査方式の光走査装置」であって、光源と、カッ
プリング光学系と、偏向手段と、走査結像光学系と、第１光学系と、開口絞りとを有する
。
【００１７】
「光源」は複数の発光点（点状の発光源）を有するものであり、例えば、半導体レーザア
レイを好適に用いることができるほか、複数の半導体レーザからの光束を、合成プリズム
を用いて合成する方式のもの等を用いることができる。
【００１８】
「カップリング光学系」は、光源の各発光点からの光束をカップリングする光学系であり
、レンズ系あるいはミラー系、あるいはレンズとミラーを組合せた合成系として構成する
ことができる。
【００１９】
「偏向手段」は、カップリング光学系から射出した各光束を同時に偏向させる手段であり
、ポリゴンミラーを始め、回転単面鏡や回転２面鏡、さらには偏向反射面を揺動させるガ
ルバノミラー等を用いることができる。
【００２０】
「走査結像光学系」は、偏向手段により偏向された各光束を被走査面上に導光し、被走査
面上に各々光スポットとして集光する光学系である。
【００２１】
「開口絞り」は、カップリング光学系と偏向手段との間に配備され、被走査面上における
各光スポットのスポット径を設定するための「ビーム整形」を行う。
【００２２】
「第１光学系」は、カップリング光学系と偏向手段の間に配備され、少なくとも１枚のレ
ンズにより構成される。
【００２３】
　この発明の特徴とするところは「カップリング光学系が、光源の各発光点からの光束を
発散性の光束に変換するものであり、第１光学系が、主走査方向と副走査方向とに、互い
に異なる正の屈折力」を持ち、第１光学系の主走査方向における正の屈折力は「カップリ
ングされた発散性の各光束を、主走査方向において略平行光束とする」ように設定される
点にある。
【００２４】
第１光学系が「主走査方向に正の屈折力を持つ」と、カップリングレンズにより発散性の
光束に変換された各光束の主光線が「光偏向手段に向かって、主走査方向に互いに角度」
を持っても、第１光学系の持つ「主走査方向の正の屈折力」の作用により、上記角度によ
る光束相互の拡がりが軽減される。
【００２５】
このため、偏向手段の偏向反射面位置における各光束の「主走査方向のずれ」も小さくな
り、このずれに起因するドット位置ずれや書込幅の偏差を軽減することができる。
【００２６】
請求項１記載の光走査装置の光源における複数の発光点は「主走査方向および副走査方向
に分離して配置される」ことができる（請求項２）。例えば、半導体レーザアレイの発光
点の配列方向を、副走査方向に傾けた場合などがこの場合に相当する。
【００２７】
　上記請求項１または２記載の光走査装置においては、第１光学系の主走査方向における
正の屈折力が「カップリングされた発散性の各光束を、主走査方向において略平行光束と
する」ように設定されるので、走査結像光学系は「主走査方向において平行光束を結像さ
せる作用」を持つことになり、ドット位置ずれや書込幅の偏差の発生を有効に軽減もしく
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は防止できる。
【００２８】
　上記請求項１または２記載の光走査装置における開口絞りは、カップリング光学系と第
１光学系との間において、カップリング光学系の最も偏向手段側の光学素子から開口絞り
までの距離：Ｌ１と、開口絞りから第１光学系の最も光源側の光学素子までの距離：Ｌ２
とが、条件：Ｌ１＜Ｌ２を満足する位置に配設されることが好ましい（請求項３）。この
条件の意義については後述する。
【００２９】
　請求項１～３の任意の１に記載の光走査装置は「光源とカップリング光学系とを対とし
て、複数対有する」ことができる（請求項４）。この場合、各光源は複数の発光点を持つ
。
【００３０】
　請求項４記載の光走査装置においては、光源とカップリング光学系の各対からの光束が
、偏向手段の偏向反射面近傍において「主走査方向に交差する」ことが好ましい（請求項
５）。
【００３１】
　この発明の画像形成装置は「感光性の像担持体に光走査を行って画像形成する画像形成
装置」であって、像担持体にマルチビーム走査方式の光走査を行う光走査装置として、請
求項１～５の任意の１に記載の光走査装置を有することを特徴とする（請求項６）。
【００３２】
「感光性の像担持体」としては種々のものの使用が可能である。例えば、像担持体として
「銀塩フィルム」を用いることができる。この場合、光走査による書込みで潜像が形成さ
れるが、この潜像は通常の銀塩写真プロセスによる処理で可視化することができる。この
ような画像形成装置は「光製版装置」や、ＣＴスキャン画像等を描画する「光描画装置」
として実施できる。
【００３３】
感光性の像担持体としてはまた「光走査の際に光スポットの熱エネルギにより発色する発
色媒体（ポジの印画紙）」を用いることもでき、この場合には、光走査により直接に可視
画像を形成できる。
【００３４】
感光性の像担持体としてはまた「光導電性の感光体」を用いることができる。光導電性の
感光体としては、酸化亜鉛紙のようにシート状のものを用いることもできるし、セレン感
光体や有機光半導体等「ドラム状あるいはベルト状で繰り返し使用されるもの」を用いる
こともできる。
【００３５】
光導電性の感光体を像担持体として用いる場合には、感光体の均一帯電と、光走査装置に
よるマルチビーム走査方式の光走査により静電潜像が形成される。静電潜像は現像により
トナー画像として可視化される。トナー画像は、感光体が酸化亜鉛紙のようにシート状の
ものである場合は感光体上に直接的に定着され、感光体が繰り返し使用可能なものである
場合には、転写紙やＯＨＰシート（オーバヘッドプロジェクタ用のプラスチックシート）
等のシート状記録媒体に転写・定着される。
【００３６】
光導電性の感光体からシート状記録媒体へのトナー画像の転写は、感光体からシート状記
録媒体へ直接的に転写（直接転写方式）しても良いし、感光体から一旦中間転写ベルト等
の中間転写媒体に転写した後、この中間転写媒体からシート状記録媒体へ転写（中間転写
方式）するようにしてもよい。
このような画像形成装置は、光プリンタや光プロッタ、デジタル複写装置、ファクシミリ
装置等として実施できる。
【００３７】
この発明の画像形成装置はまた、上記感光体を複数個、シート状記録媒体の搬送路に沿っ
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て配置し、複数の光走査装置を用いて感光体ごとに静電潜像を形成し、これらを可視化し
て得られるトナー画像を同一のシート状記録媒体に転写・定着して合成的にカラー画像や
多色画像を得る「タンデム式の画像形成装置」として実施することができる。
【００３８】
【発明の実施の形態】
以下、実施の形態を説明する。
【００３９】
図１（Ａ）において、符号１は「光源」としての半導体レーザアレイ、符号２は「カップ
リング光学系」としてのカップリングレンズ、符号３は「開口絞り」、符号４は「第１光
学系」、符号５はミラー、符号６は防音ガラス、符号７は「偏向手段」としてのポリゴン
ミラー、符号８、９は走査レンズ、符号１０はミラー、符号１０は同期検知手段、符号１
２は被走査面をそれぞれ示している。
【００４０】
走査レンズ８、９は「走査結像光学系」を構成する。
複数の発光点（点状の発光源）を有する半導体レーザアレイ１から放射された複数光束は
、カップリングレンズ２によりそれぞれ発散光束に変換される。カップリングレンズ２を
透過した各光束（発散光束）は、被走査面上で所望のスポット径を得るための開口絞り３
を通過して「ビーム整形」され、第１光学系４に入射する。第１光学系４は１枚のレンズ
で構成され、主走査方向・副走査方向共に正の屈折力を持つ。
【００４１】
第１光学系４に入射した各光束は、第１光学系４の、主走査方向の正の屈折力によりそれ
ぞれ主走査方向に略平行光束化され、副走査方向の正の屈折力によりそれぞれ副走査方向
に集束光束とされ、ミラー５により反射されたのち、ポリゴンミラー７の偏向反射面近傍
に「主走査方向に長い線像」として結像する。
【００４２】
これら線像は、副走査方向に分離され、また主走査方行に互いにずれている。
【００４３】
ポリゴンミラー７が等速回転すると、偏向反射面により反射された各光束は等角速度的に
偏向しつつ、走査結像光学系をなす走査レンズ８、９を透過し、被走査面１２上に導光さ
れて副走査方行に分離した複数の光スポットとして集光し、被走査面１２の複数走査線を
同時に光走査（マルチビーム走査）する。
【００４４】
走査結像光学系はｆθレンズであり主走査方向には「平行光束を結像させる作用」を持ち
、副走査方向には、ポリゴンミラー７の偏向反射面位置と被走査面とを「幾何光学的に略
共役な関係」とする機能を持つ。
【００４５】
有効書込幅を光走査するのに先立ち、偏向光束の少なくとも１つがミラー１０により同期
検知手段（フォトデテクタ）１１へ導光され、同期検知手段１１による検知後一定時間後
に「書込」を開始する。このとき、複数光束の書込開始位置を一致させる必要があるため
、検知される偏向光束は、同期検知手段１１上で主走査方向に集光されることが好ましく
、この実施の形態において、同期検知手段１１の受光面は被走査面１２と「等価な位置」
に配置されている。
【００４６】
なお被走査面１２は、実態的には光導電性の感光体等の「感光性の像担持体」の感光面で
ある。
【００４７】
上記の如く、図１（Ａ）に示す光走査装置は、マルチビーム走査方式の光走査装置であっ
て、複数の発光点を有する光源１と、この光源の各発光点からの光束をカップリングする
カップリング光学系２と、このカップリング光学系から射出した各光束を同時に偏向させ
る偏向手段７と、この偏向手段により偏向された各光束を被走査面１２上に導光して、被
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走査面上に各々光スポットとして集光する走査結像光学系８、９と、カップリング光学系
２と偏向手段７の間に配備され、少なくとも１枚のレンズにより構成される第１光学系４
と、カップリング光学系２と偏向手段７との間に配備される開口絞り３とを有し、カップ
リング光学系２が、光源１の各発光点からの光束を発散性の光束に変換するものであり、
第１光学系４が主走査方向に正の屈折力を持つ（請求項１）。
【００４８】
　各発光点からの光束は、カップリングレンズ２により発散光束とされ、第１光学系４が
主走査方向に正の屈折力を持ち、第１光学系４を透過後の各光束を、主走査方向において
発散光束から略平行光束に変換する（請求項１）。そして、走査結像光学系が主走査方向
において「平行光束を結像する作用」を持つため、偏向光束のピント位置（略平行な光束
の結像点）と、主走査方向の同一像高に向かう各光束の主光線が交差する位置が略一致し
、被走査面をピント位置にあわせた場合、主走査方向でのドット位置ずれの発生を抑制す
ることができる。
【００４９】
また、書込開始側の像高と書込終了側の像高で「偏向手段の偏向反射面の角度が異な」り
、これらの像高に向かう各光束の主光線間の「主走査方向のずれ量」が書込開始側と書込
終了側とで異なっていても、各光束の像高が主走査方向に略同一となるため、書込幅の偏
差を解消でき、濃度むらや縦線揺らぎの発生を低減できる。
【００５０】
走査結像光学系はまた、副走査方向に関して、ポリゴンミラー７の偏向反射面位置と被走
査面とを「幾何光学的に略共役な関係」とする機能を持つから、ポリゴンミラー７におけ
る面倒れが有効に補正される。
【００５１】
図１（Ａ）の実施の形態では、上記の如く、カップリングレンズ２を透過した各光束を発
散性としているので、カップリングレンズをコリメートレンズとして平行光束に変換する
場合に比して、以下の効果を得ることができる。
【００５２】
即ち、第１に、カップリング光学系で光束を平行光束として、上記実施の形態の場合と同
一のスポット径を得ようとする場合、図２に示す光束幅：ωを同じにする必要がある。発
光点Ｐ１から放射された光束をカップリング光学系ＣＬ１で平行光束に変換する場合（図
２の上図）に比して、発散光束に変換する場合（図２の下図）は、カップリング光学系Ｃ
Ｌの有効径を小さくでき、その結果、カップリング光学系ＣＬのレンズ外径を小さくでき
ることによる光源装置の小型化・低コスト化、有効径を小さくしたことによる「波面収差
の改善」が可能となり光学性能を良好にすることが可能となる。なお、図２において、第
１光学系４Ａはシリンドリカルレンズである。
【００５３】
第２に、半導体レーザアレイから放射された光束をカップリング光学系で平行光束に変換
すると、図３（ａ）に示すように「開口絞り３で反射されたゴースト光」がカップリング
レンズ２により集光されて発光点に戻るため、放射光強度が不安定になる虞があり、上記
強度が不安定になると濃度むら発生の原因となる。
【００５４】
この発明におけるように、カップリング光学系の作用を発散作用とすると、図３（ｂ）に
示すように「開口絞り３で反射されたゴースト光が、カップリングレンズ２により集光さ
れても、発光点に戻ることがない」ので、安定した放射光強度を得ることができ、上記濃
度むらの発生を抑制できる。
【００５５】
第３に、光源と被走査面との間にある光学系の「副走査方向の倍率」を低くすることがで
き、光源装置の組み付け、温度変化等の影響により、発光点位置（発光点間隔）が変化す
ることによる、被走査面上での走査線ピッチの劣化を低減できる。
【００５６】
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図１（Ａ）の実施の形態において、光源１として「半導体レーザアレイ」を用いている。
一般に、半導体レーザアレイの発光点の間隔は、熱的なクロストーク等の影響をなくそう
とすると１０数μｍ程度までしか短くできない。一方、被走査面１２上では走査線ピッチ
を「画素密度に応じた値」に設定する必要がある。
【００５７】
光源における副走査方向の発光点間隔を「Ｐ１ｓ」、被走査面上での走査線ピッチを「Ｐ
ｓ」、光源・被走査面間の光学系の「副走査方向の横倍率」を「ｍ」とすると、走査線ピ
ッチ：Ｐｓは「Ｐｓ＝ｍ・Ｐ１ｓ」により設定される。従って、走査線ピッチを高密度に
対応できる間隔（１２００ｄｐｉであれば２１．２μｍ）にするためには、ｍを小さくす
るか、Ｐ１ｓを小さくするかしかない。
【００５８】
この発明では、カップリング光学系の作用を「発光点からの光束を発散光束に変換する作
用」とすることにより「ｍ」を小さくしているが、「ｍ」は無制限に小さくできるわけで
はない。「ｍ」が小さくなるに連れて、光束の発散性に対し開口絞りの「副走査方向の開
口径」が相対的に小さくなり、光の利用効率が低くなって被走査面上に十分な光量が得ら
れなくなる。
【００５９】
半導体レーザアレイの発光点間隔を小さくすることによりＰ１ｓを小さくすることには上
記の限界がある。
【００６０】
従って、半導体レーザアレイの発光点間隔を副走査方向において小さくするには、図１（
ｂ）に示すように、複数の発光点Ｃｈ１～Ｃｈ４を光軸に垂直な平面内で副走査方向に対
して傾き角：θで傾け（請求項２）、発光点間隔：ｌを副走査方向に「ｌ・ｃｏｓθ」の
ように圧縮するのが良い。
【００６１】
　上に説明した実施の形態におけるように、第１光学系４の、主走査方向における正の屈
折力を「カップリングされた発散性の各光束を、主走査方向において略平行光束とする」
ように設定しているので、平行光束を結像する作用を持つ走査結像光学系と組合せること
により、上述の如く、主走査方向のドット位置ずれの発生を抑制でき、書込幅の偏差を軽
減して、濃度むら・縦線揺らぎを低減することが可能となる。
【００６２】
図１（Ａ）に即して説明した実施の形態ではまた、開口絞り３は、カップリング光学系２
と第１光学系４の間に配置されているが、開口絞り３はカップリング光学系２に近接して
設けられ、カップリング光学系２の最も偏向手段側の光学素子から開口絞り３までの距離
：Ｌ１、開口絞り３から第１光学系４の最も光源側の光学素子までの距離：Ｌ２は、条件
：Ｌ１＜Ｌ２を満足している。
【００６３】
図４（ａ）は、副走査断面におけるパワー配置と開口絞り３の位置をモデル化して示して
いる。図４（ｂ）は、上記距離Ｌ１、Ｌ２を示している。開口絞り３の位置として、図４
（ａ）における位置：Ａ（実線）と位置：Ｂ（破線）を考えてみる。位置：Ａでは、開口
絞り３は、Ｌ１＜Ｌ２を満足する位置に配置され、位置：Ｂでは開口絞り３の位置は、Ｌ
１＞Ｌ２となっている。
【００６４】
開口絞り３は「それ以降の光学系の入射瞳」として機能するため、複数の光束は、開口絞
り３の共役点（射出瞳）から「副走査方向に互いに角度」を持って被走査面１２に向かう
。
【００６５】
このとき、開口絞り３の共役点が被走査面１２に近い（図における「Ｂの共役点」）と、
被走査面１２に向かう複数光束の上記角度が相対的に大きくなり、副走査方向の像面湾曲
の影響により、走査線ピッチが像高により大きく変動する。また回折の影響を大きく受け
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、副走査方向のスポット径の深度余裕が減少する。
【００６６】
開口絞り３の配置位置が、条件Ｌ１＜Ｌ２を満足するようにすることにより、開口絞り３
の副走査方向の共役点と被走査面の距離が増大し（図における「Ａの共役点」）、複数光
束が副走査方向に成す角が相対的に小さくなり、走査線ピッチの像高による変動は有効に
軽減される。また回折の影響を低減でき、副走査方向のスポット径の深度余裕を増大させ
ることができる。
【００６７】
図６は、実施の別形態を説明するための図である。
【００６８】
現状の半導体レーザアレイの発光点は、２点もしくは４点が普通である。例えば、発光点
数が２の半導体レーザアレイを用いて、４本の走査線を同時にマルチビーム走査方式で光
走査するには、半導体レーザアレイが２個必要になる。
【００６９】
　図６の光走査装置は、発光点数が２の半導体レーザアレイを２個、これら半導体レーザ
アレイに対応するカップリング光学系を２個用いた例、即ち「光源とカップリング光学系
とを対として、複数対（２対）」有する光走査装置（請求項４）の実施の形態である。
【００７０】
半導体レーザアレイ１１Ａ、１１Ｂの各々から放射される複数（２本）の光束は、カップ
リング光学系（カップリングレンズ１２Ａ、１２Ｂ）によりそれぞれカップリングされて
発散性の光束となり、開口絞り１３により各々ビーム整形され、主・副走査方向共に正の
屈折力を持つ第１光学系１４により、主走査方向には略平行光束となり、副走査方向には
集束光束となって、偏向手段であるポリゴンミラー１７の偏向反射面位置に主走査方向に
長い線像として各々結像する。
【００７１】
ポリゴンミラー１７による反射光束は、ポリゴンミラー１７の等速回転に従って等角速度
的に偏向し、走査結像光学系をなす走査レンズ１８－１、１８－２、１９を透過し、ミラ
ー２０により光路を折り曲げられて、被走査面の実態を成す光導電性の感光体２１の感光
面に導光され、副走査方向に分離した４つの光スポットを形成し、４走査線を同時に光走
査する。
【００７２】
この実施の形態においても「走査結像光学系」は、主走査方向には「平行光束を結像させ
る作用」を持ち、副走査方向にはポリゴンミラー１７の偏向反射面位置と被走査面位置と
を「幾何光学的に略共役な関係」とする機能を持つ。
【００７３】
従って、この実施の形態においても、ドット位置ずれや書込幅の偏差が有効に軽減され、
縦線揺らぎや濃度むらの発生を有効に抑制できる。
【００７４】
　図６に示す如く、この実施の形態においては、半導体レーザアレイ１１Ａ、１１Ｂから
放射された光束がポリゴンミラー１７の偏向反射面近傍で「主走査方向において交差」し
ている。即ち、光源１１Ａ、１１Ｂとカップリング光学系１２Ａ、１２Ｂの各対からの光
束は、偏向手段１７の偏向反射面近傍において、主走査方向に交差している（請求項４）
。このようにすることの技術的意義を、図５に即して説明する。
【００７５】
図５（ａ）、（ｂ）において、符号Ｄ１は、半導体レーザアレイ１１Ａから放射された光
束の１つが被走査面２１上の像高Ｑに到達するときの、ポリゴンミラー１７の偏向反射面
の態位を表し、符号Ｄ２は、半導体レーザ１１Ｂから放射された光束の１つが上記像高Ｑ
に到達するときの偏向反射面の態位を表している。
【００７６】
各々の光束（の主光線）は、ポリゴンミラー１７の偏向反射面に入射するときに、ある角
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態位に時間的な遅れ（Ｄ１とＤ２の成す角を回転する時間）が生ずる。
【００７７】
図５（ｂ）では、各光束は主走査方向に互いに遠ざかりつつ偏向反射面に入射しており、
このため２つの光束は「かなり異なった光路」を通って像高Ｑへ到達する。これに対し、
図５（ｂ）では、各光束が主走査方向において、偏向反射面の近傍で交差しているため、
実質的に同じ光路を通って像高Ｑに到達している。
【００７８】
図５（ｂ）のように、同一像高Ｑに到達する各光束が、走査結像光学系の各光学素子１８
－１、１８－２、１９の異なる位置を通過すると、走査結像光学系により「異なる光学作
用」を受けるから、被走査面上で主走査方向の同じ像高Ｑに達する２つの光束の「収差等
の光学特性」が異なったものとなり、特に走査線ピッチの像高間変動に対する影響が非常
に大きくなる。
【００７９】
この発明の場合（図５（ａ））のように、半導体レーザアレイ１１Ａ、１１Ｂからの光束
（の主光線）を、ポリゴンミラー１７の偏向反射面近傍で主走査方向に交差させるように
すれば、各光束が「被走査面上の主走査方向の同一像高Ｑに結像するとき」、各光束は走
査結像光学系の各光学素子１８－１、１８－２、１９の略同一位置を通るようになり、「
収差等の光学特性」も同一となり、走査線ピッチの像高間変動を効果的に低減できる。
【００８０】
また、ポリゴンミラー１７より像面２１側の「各部品ばらつき」による光束間の「主走査
方向における書込位置の変動」は、全光束につき略同量となり、光束間での主走査方向に
おける書込位置のずれが抑えられる。
【００８１】
更に、同じ像高に結像する全光束が、走査結像光学系の「主走査方向のほぼ同じ位置」を
通過することにより、走査結像光学系を構成する各レンズの収差の影響を小さく抑え、且
つ、主走査方向の結像位置を各光束とも精度良く合致させることができ、同期検知後「各
々検出される光束に、共通に遅延時間（検知から書込開始までの時間）を設定」しても、
書込始めの像高での主走査方向の位置ずれを抑えることが可能となる。また、図５（ａ）
のようにすることにより、ポリゴンミラー１７の内接円半径を最小にできる。
【００８２】
【実施例】
以下、図１に示した実施の形態に関する具体的な実施例を挙げる。
画素密度：１２００ｄｐｉ
光源：半導体レーザアレイ
発光点数：４個　隣接発光点間隔：１４μｍ　発光波長：７８０ｎｍ
副走査方向に対する傾き角：θ＝５６．５度（図1（ｂ）参照）
「偏向手段前の光学系」
Ｒｍ：主走査方向の近軸曲率半径、Ｒｓ：副走査方向の近軸曲率半径
Ｎ：使用波長（７８０ｎｍ）での屈折率、Ｘ：光軸方向の距離
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*印を付した面は「共軸非球面」である。数値は示さないがカップリングレンズを射出し
た各光束の波面収差は良好に補正されている。
【００８３】
第１光学系は主走査方向において「透過光束を平行光束とする作用」を持つ。偏向手段で
あるポリゴンミラーは、内接円半径：１８ｍｍ、偏向反射面：６面のもので、走査結像光
学系の光軸と、カップリングレンズ光軸との成す角は６０度である。
「偏向手段以後の光学系」

*印を付した面は、光軸方向の距離：Ｘ、光軸直交方向の距離：Ｙ、円錐定数：Ｋ、高次
の非球面係数：Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ・・として、次式（１）で表される。
【００８４】
Ｘ＝（Ｙ２）／Ｒ／［１+√｛１-(１+Ｋ)（Ｙ／Ｒ）２｝｝
＋Ａ・Ｙ４＋Ｂ・Ｙ６＋Ｃ・Ｙ８＋Ｄ・Ｙ１０＋・・　　　（１）
面番号１の面は、
K=2.667、A=1.79E-07、B=-1.08E-12、C=-3.18E-14、D=3.74E-18
面番号２の面は、
K=0.02、A=2.50E-07、B=9.61E-12、C=4.54E-15、D=-3.03E-18
で形状が特定される。
【００８５】
＊＊印を付した面は、主走査方向の形状が非円弧形状で、副走査方向の曲率半径が主走査
方向のレンズ高さ：Ｙにより連続的に変化する。
【００８６】
面番号３の主走査方向の形状は上記（１）式で、Ｙを主走査方向の座標として表現され、
K=-71.73、A= 4.33E-08 、B=-5.97E-13 、C=-1.28E-16 、 D= 5.73E-21
で特定される。
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【００８７】
面番号３の面の「副走査方向の曲率の変化」の状態は、主走査方向における光軸からの距
離：Ｙを変数とする「主走査方向に直交する仮想的な平断面内の曲率半径：Ｒs(Ｙ)」を
、多項式：
Rs(Y)＝Ｒs(0)＋Σｂj・Ｙｊ　　　（ｊ＝1，2，3，…）　　　（２）
で表すと、副走査方向の曲率の主走査方向における変化は光軸対称で、上記多項式の各定
数は、以下のとおりである。
【００８８】
Rs(0)=-47.7、b2= 1.60E-03、b4=-2.32E-07、b6= 1.60E-11、b8=-5.61E-16、
b10= 2.18E-20、b12=-1.25E-24
なお、この実施例において、厚さ：１．９ｍｍの防音ガラス（屈折率：１．５１１）を、
偏向面内で８度傾けて配置している。半導体レーザアレイの発散角は半値で活性層に直交
する方向がθｎ＝３１度、平行な方向がθｐ＝９度である。
【００８９】
２枚の走査レンズにより構成される走査結像光学系は「主走査方向において平行光束を結
像する作用」を持つ。開口絞りは発散光束上にあり、かつ、Ｌ１（＝１．０ｍｍ）＜Ｌ２
（＝７０．１ｍｍ）を満足する位置に配置されているので、スポット径の「十分な像面深
度幅」が得られる。
【００９０】
開口絞りの開口径を３．６ｍｍ(主走査方向)×１．２６ｍｍ(副走査方向)として、下記の
如く各像高において安定したスポット径が得られた。
【００９１】
像高(mm)　　　　-150　　　　0　　　　150
主走査方向　　　　65μｍ　　65μｍ　　65μｍ
副走査方向　　　　63μｍ　　65μｍ　　63μｍ
また、Ｌ１＝１ｍｍのとき、開口絞りの副走査方向の共役点は被走査面から―８０ｍｍの
位置にあり、Ｌ１＝６０ｍｍとした場合よりも４９ｍｍ、被走査面から遠ざかっており、
複数ビームの走査線間隔の均一化、副走査ビームスポット径深度幅の拡大を実現できる。
【００９２】
上記実施例において、カップリング光学系であるカップリングレンズは「平凸レンズ」で
あるから、その焦点距離：ｆは、屈折率：ｎ＝１．６８５、物体側曲率半径：ｒ１＝∞、
像側曲率半径：ｒ２＝－１８．５から、ｆ＝―Ｒ２／（ｎ－１）＝２７．００ｍｍである
。一方、光源からカップリングレンズに至る光学的距離は２３．８０で焦点距離：ｆより
短く、従ってカップリングレンズを透過した光束は、発光点から放射された発散角を抑制
されつつも、弱い発散性となる。
【００９３】
上記実施例において、カップリングレンズの作用を「透過光束を弱い発散性とした」こと
により、光源と被走査面との間にある光学系の副走査方向の横倍率：ｍは２．８となり、
カップリングレンズの作用をコリメートレンズとし、第１光学系の主走査方向の屈折力を
０とした場合の同横倍率：２．９に比して横倍率を０．１だけ小さくでき、走査線ピッチ
を経時や環境変動に対して「より安定的」とすることができた。
【００９４】
また、第１光学系は、光源側からの各光束を主走査方向に平行光束化し、走査結像光学系
は主走査方向において平行光束を結像する作用を持つため、光束間のドット位置ずれや書
込幅の偏差はなく、濃度むらや縦線揺らぎを防止することができた。
【００９５】
【発明の実施の形態】
図７に、画像形成装置の実施の１形態を示す。
この画像形成装置はレーザプリンタである。
レーザプリンタ１００は感光性の像担持体１１１として「円筒状に形成された光導電性の
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感光体」を有している。像担持体１１１の周囲には、帯電手段としての帯電ローラ１１２
、現像装置１１３、転写ローラ１１４、クリーニング装置１１５が配備されている。帯電
手段としては「コロナチャージャ」を用いることもできる。
【００９６】
更に、レーザビームＬＢによりマルチビーム走査方式の光走査を行う光走査装置１１７が
設けられ、帯電ローラ１１２と現像装置１１３との間で「光書込による露光」を行うよう
になっている。
【００９７】
図７において、符号１１６は定着装置、符号１１８はカセット、符号１１９はレジストロ
ーラ対、符号１２０は給紙コロ、符号１２１は搬送路、符号１２２は排紙ローラ対、符号
１２３はトレイ、符号Ｐは「シート状記録媒体」としての転写紙を示している。
【００９８】
画像形成を行うときは、光導電性の感光体である像担持体１１１が時計回りに等速回転さ
れ、その表面が帯電ローラ１１２により均一帯電され、光走査装置１１７のレーザビーム
ＬＢの「マルチビーム走査方式の光書込」による露光を受けて静電潜像が形成される。形
成された静電潜像は所謂「ネガ潜像」であって画像部が露光されている。
【００９９】
この静電潜像は現像装置１１３により反転現像され、像担持体１１１上にトナー画像が形
成される。
【０１００】
転写紙Ｐを収納したカセット１１８は、画像形成装置１００本体に脱着可能であり、図の
ごとく装着された状態において、収納された転写紙Ｐの最上位の１枚が給紙コロ１２０に
より給紙され、給紙された転写紙Ｐは、その先端部をレジストローラ対１１９に捕らえら
れる。
【０１０１】
レジストローラ対１１９は、像担持体１１１上のトナー画像が転写位置へ移動するのにタ
イミングを合わせて、転写紙Ｐを転写部へ送り込む。送り込まれた転写紙Ｐは、転写部に
おいてトナー画像と重ね合せられ、転写ローラ１１４の作用によりトナー画像を静電転写
される。
【０１０２】
トナー画像を転写された転写紙Ｐは定着装置１１６へ送られ、定着装置１１６においてト
ナー画像を定着され、搬送路１２１を通り、排紙ローラ対１２２によりトレイ１２３上に
排出される。トナー画像が転写された後の像担持体１１１の表面は、クリーニング装置１
１５によりクリーニングされ、残留トナーや紙粉等が除去される。
【０１０３】
光走査装置１１７としては、図１や図６に即して実施の形態を説明したものを適宜に用い
ることができる。
【０１０４】
　即ち、図７の画像形成装置は、感光性の像担持体１１１に光走査を行って画像形成する
装置であって、像担持体１１１を光走査する光走査装置として、請求項１～５の任意の１
に記載の光走査装置を用い得るものである（請求項６）。
【０１０５】
【発明の効果】
以上に説明したように、この発明によれば新規な光走査装置及びこの光走査装置を用いる
新規な画像形成装置を実現できる。
この発明の光走査装置はマルチビーム走査方式のものであるが、光源の各発光点からの光
束をカップリング光学系により発散光束とすることにより、光源と被走査面との間にある
光学系の、副走査方向における倍率を小さくし、経時変化や環境変動に対して走査線ピッ
チを安定させることができるとともに、ドット位置ずれや書込幅の偏差を有効に抑制もし
くは防止し、濃度むらや縦線揺らぎの発生を有効に抑制もしくは防止することができる。
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【０１０６】
また、カップリング光学系の有効径を小さくすることが可能となり、光源装置の小型化・
低コスト化が可能で、有効径が小さいことにより波面収差の劣化を改善して良好な光学性
能を実現できる。また、開口絞りで反射されたゴースト光が集光されて発光点に戻ること
を防ぐことができ安定した発光強度を得ることができ、濃度むらの発生を抑制できる。
【０１０７】
従って、この発明の画像形成装置はかかる光走査装置を用いることにより、良好なマルチ
ビーム走査で高速且つ良好な画像書込を実行でき、良好な画像形成を実現できる。
若干補足すると、複数の発光点を有する光源として、上には半導体レーザアレイを例示し
たが、光源の形態はこれに限らない。例えば、複数の発光点を有する光源は、プリズム等
で合成するものであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】光走査装置の実施の１形態を説明するための図である。
【図２】光源からの光束をカップリング光学系により発散性とすることの効果を説明する
ための図である。
【図３】光源からの光束をカップリング光学系により発散性とすることの別の効果を説明
するための図である。
【図４】請求項３記載の発明を説明するための図である。
【図５】請求項５記載の発明を説明するための図である。
【図６】光走査装置の実施の別形態を説明するための図である。
【図７】画像形成装置の実施の１形態を説明するための図である。
【符号の説明】
　１　　　光源
　２　　　カップリング光学系
　３　　　開口絞り
　４　　　第１光学系
　７　　　偏向手段
　８、９　　　走査結像光学系
　１２　　　被走査面
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